
 

瀬戸市勤労青少年ホームの設置および管理に関する条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。  

平成２８年３月３１日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市条例第１５号 

瀬戸市勤労青少年ホームの設置および管理に関する条例の一部を

改正する条例  

瀬戸市勤労青少年ホームの設置および管理に関する条例（昭和４８年瀬

戸市条例第１８号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基

づき、勤労青少年ホームの設置および管理に関

し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基

づき、勤労青少年福祉法（昭和４５年法律第９

８号）第１５条に規定する勤労青少年ホームの

設置および管理に関し必要な事項を定めるもの

とする。 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 


